
第２節　研究業績

１．主要畑作物

（１）裸麦

　麦作に関する試験はそのほとんどは本場において実施したが、分場設立後の昭和１７年から県西部の畑地

における麦作について、適品種の選定、栽培法等傾斜 畑における栽培技術の解明を実施した。品種では、

早熟・多収・良質を目的として、徳島香川５号、珍好８３号、小麦農林５２号を選定し、数多くの在来種にか わ

り急速に普及した。栽培面では従来のおそまきを改善し、さらに播種量を反あたり３升に減量、山間農家の麦

の品種・栽培法を一変した観があった。（昭和 １６～２３年）また、標高６００ｍの傾斜畑で現地試験を実施し、

会津ムギ２号、改良ムギ２号等の耐雪性品種を選定し、普及に貢献した。また、タバコ前作麦 として早熟・強

稈品種として、ハヤウレハダカ、ヒノデハダカを選定し、タバコ作柄安定化に貢献した。また、昭和３５～４２年

にはビール麦の品種比較・施肥 量と施肥時期を試験し、畑地におけるビール麦の耕種法を確立した。麦作

については経済性の低下と高収益性作物の要望が高まり昭和４１年で中止された。

（２）陸稲

　戦前から戦後の昭和４５年までは県下全域の畑地に作付されていたが、昭和４７年以降は美馬・三好地域

の畑地に集中的に栽培されている。昭和３０年の １，０８０ ha の作付を最高に、以後食糧事情の好転とともに

昭和４５年１７７ ha、昭和５０年には９４ ha、現在は３６ ha と漸減した。

　研究開始当時の陸稲は品種名は勿論、収量も判然としない在来品種が栽培されていたが、これら優良品種

におきかえるべく県内外より多数の品種を集めて品種 試験を実施し、昭和１６年、農林５号、農林もち６号の２

品種を奨励品種に採用し、種子の配付を行い、県内陸稲栽培面積の８０％まで普及した。

　また、昭和２３年には農林もち１号を新しく奨励品種とした。陸稲は気象条件、とくに出穂期の雨量による豊

凶差が大きく、出穂期の干害を回避して作柄の安 定化をはかるため、早晩期栽培試験を実施した。（昭和２８

～３６年）早期裁培用適品種として農林２２号、農林もち２０号を選定、播種期は４月中旬・出穫期 は梅雨期に

あたる６月下旬～７月上旬で、成熟期は８月下旬～９月上旬。また、晩期栽培用適品種として、熊本１号を選

定、定植期は梅雨あけの７月５日から １０日とし（苗床日数２５日）、出穂期は９月１０日前後・成熟期１０月下旬

で各耕種法を確立し作柄安定化に貢献した。昭和３７年より経済性の低下で試験を 中止することになった。

（３）大豆

　①　品種試験

　当初は、県内から集めた在来品種を対象として、品種比較試験を実施した。これら試験の結果、目白、花不

知、八月大豆を選出し奨励した。戦後昭和２４年か ら奨励品種決定試験として新たな制度で品種比較試験

を実施した。また昭和２４～２８年には八月大豆の純系淘汰により、徳島大豆１号、２号を選抜し、品種比 較試

験に編入、良質・多収を認められ奨励された。昭和３０年からは、従来実施してきた秋大豆に加えて夏大豆に

ついても育成地より優良系統の配布を受け試験 を実施、さらに、昭和３８年より青刈大豆についても品種試

験を実施した。

　これらの品種試験については昭和４３年まで実施この間、優良品種として奨励された品種は、秋大豆では玉

錦、アキヨシ、密植適応性品種の矢作、夏大豆としてタマムスメ、コガネダイズ、青刈用としてアソアオガリ、黒

千石などがある。

　②　栽培試験

　耕種基準策定の資料とするため、播種期、品種対播種期、栽植密度、摘芯と摘芯位置、積極的増収のため

の窒素施用量、培土試験等を実施、初期生育の促進に窒素の基肥施用効果が認められた。

　培土については第２、第４複葉期の初期、２回培土の効果が明らかとなった。晩播対策として密植と早生品

種の導入が有効であることを明らかにした。

　畑作は雑草との戦いであるとのことわざのごとく、雑草防除技術の確立が極めて大きなウエイトを持っている

が、昭和３５年より大豆を中心として畑作物全般について、除草剤の種類、散布時期、散布濃度について試

験し、耕種基準策定の資料とした。

（４）トウモロコシ

　各地より集めた品種の生産力を比較検討するとともに、昭和１４年に１０組合せの人工交配を行い選抜の結

果、徳島１号を育成し、毎年１石余の原種を県下主 要栽培地１０か所、採種圃約４ ha に食用兼飼料用として

広く配付し、奨励品種徳島１号は広く普及した。これと並行して栽培上障害になっている倒伏の問題を とり上

げ研究を進めており、台風前の人工的な稈の地際からの倒伏作業は、品質収量の影響が少なく有効である

事が認められた。また土地有効利用の観点から、 トウモロコシ作と共存する間作適作目、とくにアズキ・ササゲ

の混作試験をとりあげ、間混作による複合的収量向上と侵食防止技術を確立した。また昭和 ２８～３０年代に

かけて、モチトウモロコシの試作を実施、当時の食糧不足時代に貢献し話題を呼んだ。昭和３０年代に入り、

より多収で経済性の高い一代雑種 を中心として品種試験・栽培試験を実施し、長交２０２号、交１号などデン

ト系優良品種を選定したが、社会経済情勢の変化により、大々的な普及に至らず、経 済性の低下により試験

を中止した。

（５）その他の雑殼

　アズキ（昭和１７～２５年）、ラッカセイ（昭和２２～２７年）、アワ（昭和１８～２５年）、ソバ（昭和４４～４５年）につ

いて品種試験を行い優良品種を 選定した。またラッカセイについては品種試験の他に、鳥類による食害防止

試験（昭和２４～２５年）や、リン酸、石灰の施用試験を行い、とくに石灰の施用効 果の高いことを認めた（昭和

２７～３０年）。

２．サツマイモ・ジャガイモ

　昭和１３年池田試験地設立からは、本場園芸部で実施してきたサツマイモ、ジャガイモに関する試験につい

て実施することとなった。

（１）サツマイモ 

　県下畑作における夏作物の重要な地位を占

め、戦前から昭和２０年は５０００～６０００ ha の作

付をもち食糧増産のさけばれた時期で栽培農

家の関心も強 く、各種試験に積極的に取りくみ

増収技術を確立している。農家に栽培された品

種は源氏、ぼけいも、七福、金時、アメリカ等多

数にのぼっていたが試験の結 果、護国藷の優

秀なことが認められ、栽培面積の８０％が護国藷

にかわった（昭和１３～１９年）。その後農林１号、

農林２号、沖繩１００号（昭和２０年）が 奨励品種

として採用された。

　また、栽培法では育苗法、挿苗期・苗の大小・

栽植密度および施肥法等について従来の農家

の栽培法を著しく改善したが、なかでも挿苗法と

して斜挿しを水平挿に改善したことは特記すべ

きことである。

　昭和２５年頃から食糧としてのサツマイモから

工業原料として占める価値が大きくなり、高澱粉

と収量性についての研究に進行した。また、昭

和２８年より工 業用原料とともに飼料を目的とし

て、小イモ直播試験をとり上げ直播適品種、親

イモ肥大防止・小イモ直播の深浅とイモの肥大

状況、直まきサツマイモの収穫作 業の機械化

など研究にとりくみ栽培技術を確立している。昭

和３０年後半から高度経済成長の波にのまれ、

経済性作物から脱落する羽目になり自家消費・

加工向 けが減少し反面、青果用の作付が主流

を占めるようになった。このような情勢によりサツ

マイモに関する試験は昭和４５年で中止することになった。

（２）ジャガイモ

　ジャガイモ生産もサツマイモと同様に畑作物として重要な位置を占め、品種は男爵を主として一部アーリー

ローズ、紅丸が作付され、これらを用いて試験を実 施している。作付面積としては戦前～戦後の昭和３０年代

は作付面積の増減は少ないが昭和４０年代からは作付面積は減少している。

　栽培試験については問題が提起された時点で実施しており県内種イモ自給に関する試験、ベルビタンＫに

よる萠芽抑制試験を実施、成果をおさめた。

　春作・秋作の奨励品種決定試験の結果、春作・秋作を通じて、シマバラ、ウンゼン、タチバナの優良性を認

めている。

３．特用作物

（１）タバコ 

　昭和２６年より研究開始、これと並行してタバコ中堅耕作者の養成

を行った。当時は中山間地帯における畑地の基幹作物である阿波

葉タバコの需要減が予想さ れ、阿波葉タバコに変る黄色種の導入

を目的として黄色種の適品種選定、移植時期、施肥量を検討、以

後昭和４３年まで栽培上の問題をとり上げ、研究をつづけ 成果を

栽培指導に役立てたが、研究開始から１０年経過した昭和３５年に

入り阿波葉タバコの両切り火付け原料としての必要性や耐病性な

ど栽培特性の優れてい る事がとりあげられ、連作障害の発生しや

すい黄色種は、零細経営の山間畑地では経営的に問題があり、阿

波葉タバコが黄色種に比較して傾斜畑では経営的に有 利である

ことが再認識され、研究の方向も黄色種から再び阿波葉タバコ中

心に転換し、黄色種の栽培研究は昭和４３年で中止、昭和４４年か

らは阿波葉タバコ一 本にきりかえた。阿波葉タバコは労働生産性

が低く、栽培面積の拡大がネックとなっており研究の方向も省力化

を中心に実施してきた。この種の試験では箱育苗 による育苗の省

力化、ＭＨ－３０による摘芯作業の省力（昭和３７～３９年）、幹ぼし

乾燥試験、スチールハンガーによる連あみ作業の省略、着位別収

穫による 選別作業の省力化（昭和４５～５０年）など研究成果をおさ

めた。またタバコ前作麦とタバコの生育の関係を究明し、前作麦は

タバコの初期生育の保護や、キュ ウリモザイク防止効果が高いこと

を明らかにした（昭和３０～３４年）。昭和２５年には１５３０ ha、昭和３０年１３９４ ha，４０年１４４０ ha の作付面 積

をもっていた阿波葉タバコも労働不足と労働生産性の低いことから作付面積は毎年減少を続け、昭和４６年

には８３８ ha まで減少した。昭和４９年買入価格 の上昇により作付面積の減少は停滞気味に推移したが、昭

和５６年には３９０ ha まで激減した。以来、作付面積は定着の傾向をみせており、価格が安定してい ることも

あり傾斜畑の基幹作物となっている。このような推移をたどる一方、タバコに代る基幹作物として野菜が浮上し

てきた。 

　このような情勢と地域の要望にこたえ、タバコ

に関する栽培研究を中止し、昭和５３年度から

山間野菜の研究に本格的にとりくむ事となった。

（２）茶

　剣山南斜面、北斜面および吉野川上流山間

部の標高１００～５００ｍの山間に栽培され、剣

山北斜面および吉野川上流は平均気温１５℃、

年間雨量１５００㎜～２０００㎜、剣山南斜面では

平均気温１５～１６℃、年間雨量２０００～２５００

㎜で茶の生育に適している。

　 本県における茶は古く旧藩時代より栽培され

ており、山間地帯にはヤマチャが残存している。

栽培面積も戦前戦後数年間は１００ ha 前後栽

培されていた。終戦 後は年とともに茶業熱は高まり昭和２５年頃からヤマチャや在来種の実生茶園に優良品

種の挿木苗が導入され品質向上に貢献している。

　分場における茶の研究は昭和３１年場内にあった１０ａの在来園をヤブキタ種に改植し、新植にあたり深耕と

粗大有機物施用効果の検討から開始した。以後、 社会経済情勢の変化による普通畑作物の経済性低下と

は逆に茶業熱が高まり、これらの情勢をふまえ、昭和４３年新しく茶試験圃場として１ ha買収、翌４５年 ３月ヤ

ブキタ２年生苗を定植し、茶樹に関する研究を拡大した。昭和４７年には３５Ｋ型荒茶加工施設を設置、良質

茶生産のための製茶技術・栽培法と荒茶の品 質等検討している。

　①　品種試験

　昭和３４年新品種育成地、原種農場から緑茶、紅茶各２系統をとりよせ、ヤブキタ種を中心として生育特性・

収量・品質調査を行い、さらに昭和５１年７品種 を樽入、有望品種として「さやまかおり」「かなやみどり」「おく

みどり」を選出し、推奨品種とした。また昭和５８年育成地より４品種７系統の耐布を受け生 育特性を検討して

いる。

　②　栽培試験 

　茶は新植してから成園到達まで７～８年要する

が、早期成園化をはかる目的で植付方法・植付

本数について試験したが、定植時の深耕と粗大

有機物の施用効果が認められ、植付本数は１ａ

あたり２５０本が初期成育がよく、収量も長期的に

安定している事がわかった。

　また、幼木園の肥培管理・施肥量について試

験した（昭和４４～４８年）。新植から成園にいた

る間の土壌侵食量を傾斜産別に調査し、傾斜地

茶園の肥培管理 資料を発表した（昭和４５～５２

年）。成園における適正施肥量・機械つみによる

良質生葉生産を目的とした整剪技法・化学繊維

被覆による品質向上と霜害防止 法等（昭和５０

～５６年）栽培改善にとりくみ、標準的な耕種基準を作成し、技術指導上の指針に供し茶生産技術の向上に

寄与した。

（３）その他の特用作物

　①　コンニャク（昭和４１年～４６年）

　昭和４１年から昭和４６年に産地の作柄安定化のため試験した。県内外に栽培されている品種の栽培特性

を調査し、栽培改善の資料とした。栽培関係では施肥量・施肥時期・かん水試験を実施し・耕種基準作成の

資料とした。

　②　ミツマタ（昭和４０年～４４年）

　熟畑を利用した密植栽培における栽植方法を検討した。栽植方法は１ａあたり、１０００本程度が黒皮重収量

が高く、また増肥の効果も認められた。

　③　ゼンマイ（昭和４５年～５０年）

　山間部の有利な換金作目であるゼンマイについて畑地における集約栽培の可能性を究明した。早期成園

化をはかるには自生の親株移植がよく、移植期は春植に 対し秋植がよく、かん水、遮光の効果も認められた。

経済的な若芽の収穫を得るには草丈が１ｍ以上が望ましい。繁植方法としては胞子培養も可能であるが、育 

苗法の確立が必要である。

　④　その他

　ワタ・アズキ・ラッカセイ・アワ・ソバについて品種試験を主として試験し、栽培改善の資料とした（昭和２２～３

５年）。

　山間農業の多角経営化を促進するため、ハッカ、除虫菊、チョマの見本園を設置して実物を展示するととも

に栽培指導にあたった（昭和２０～２５年）。

４．山間野菜

　山間野菜は夏季冷涼な気象条件を生かし、平担地では良品生産が困難な品目の選定および作型の確立

が経営（産地）安定の条件とされている。本県においても 各地域の気象条件に合った品目構成で、小規模な

がら山間野菜振興協議会を構成している県下２１町村を中心に、四国島内市場出荷をしている産地がある。

その 生産は名品目、少量生産で単一品目の栽培面積は指定産地をうけるほどには増加せず、生産・集出荷

の近代化もできていない。その主な理由は、傾斜畑によると ころが大きく、規模拡大、機械化、土つくり、耕作

道整備、かんがい用水の確保等の問題がある。また、夏季冷涼であるが冬期の気象条件に恵まれず、野菜

作を 含めて収益性のある冬作目が定着していないことや、池田町上野呂内地区で成立している野菜部門以

外との複合経営があまりみられないなど経営技術上の問題が ある。

　既耕地における山間野菜産地の維持・発展をはかるためには、夏秋トマト・キュウリに代表される高収益野

菜についての品質向上や生産安定対策と高収益野菜品目の開発が必要である。

　また、高収益野菜の輪作対象野菜となる葉根菜類についての省力栽培技術や新品種・新品目への対応を

含めた作付体系の確立も必要である。

　一方、傾斜畑の問題を解決する一つの方策として大型機械化体系による山間野菜産地づくりが県営農地

開発事業の造成農地ですすんでいる。その面積は４地区 ２９１ ha が実施中で、３地区１７０ ha が計画されて

いる。産地形成と対象地周辺地域への波及効果を高めるために、造成畑の土つくり、適品目品種の選定、 

および作型の確立、機械利用体系等改善及び確立すべき課題が多いと思われる。

　夏秋野菜の県内自給率の向上を目的とした野菜の品目選定、作型、品質向上について試験を行った。

（１）標高別適品種の選定と播種時期（昭和５３年～５７年）

　標高２２５ｍ，６００ｍ地点で試験を実施し、それぞれの野菜品目について適品種を選定し、作型決定の資

料とした。

　ダイコン・ハナヤサイ                                       （昭和５３年）

　スイカ・露地メロン・ホウレンソウ・ハナヤサイ・ブロッコリー （昭和５４年）

　露地メロン・ニンニク                                       （昭和５５年）

　リーフレタス・丸玉キャベツ・セロリー・ニンニク             （昭和５６年）

　ニンニク・タマネギ                                         （昭和５７年）

（２）夏秋トマトの雨よけ栽培および夏秋キュウリの適品種選定（昭和５６年～５８年）

　雨よけ栽培における適品種と施肥量・整枝誘引法を試験し、耕種基準の資料とした。夏秋キュウリでは北

進・王金北の夏が収量と秀品率が高く、有望であった。

　夏秋トマトは高収益山間野菜として産地化が進んでいるが近年、産地間競争の激化により良質のトマトの生

産が望まれている。このような情勢に対処してトマ トの品質向上と収量増大を目的として、簡易雨よけ栽培試

験を実施し、適品種・施肥量・整枝誘引技術を確立し、栽培改善に貢献した。

　現在、雨よけ栽培面積は７ ha でさらに簡易雨よけを導入した栽培法が産地に普及されつつある。

（３）夏ダイコンの生産安定（昭和５６年～５８年）

　早まき用ダイコンとしては耐病総太り・青みの２号がよく軟腐病対策としては、排水を考慮した畦づくりと心土

の改良が必要である。また、ダイコンの前作に青刈作物を栽培し、播種前のすきこみは品質・収量が劣った。

（４）新規造成畑の早熟畑化試験（昭和５３年～５５年） 

　山間野菜の振興は、県内夏期不足野菜の自

給拡大と、平地では良品の生産できない野菜品

目の選定と作型の確立である。野菜の生産安定

には地力維持増強を基本にした土つくりが特に

重要である。

　本研究は和泉砂岩を母材とする新規造成地の

熟畑化をはかる目的で野菜とイネ科作物の結合

された自己完結的地力維持増強体系で熟畑の

促進効果を検討した。 和泉砂岩の風化土は堆

肥の施用効果が大きく、青刈作物との併用によ

る多量施用、青刈作物と鶏フンの併用は後地土

壌の物理性の改善効果が大きかった。野菜作 

と穀作・青刈作物の結合した輪作体系は堆肥材

料が確保でき、その土壌への還元は堆肥施用と

同程度の効果が認められ、土壌の化学性の改善効果が認められた。

５．畑作

（１）傾斜畑生産性向上のための作物選定ならびに栽培改善上の問題点の摘出（昭和４１年～４３年）

　低標高・商標高の山間地帯を代表する農村集落３地域を選定し、各部門の専門技術者の協力を得て悉皆

調査・戸別調査・専門調査を行い、これら地帯の適作物の選定と生産性をあげるための問題点を摘出し、地

域農業振興の資料として発表した。

　適作目としてとり上げた作目は、山間野菜・茶・タバコ・クワ・コンニャク・ユズ・クリ等で栽培改善上の問題点

を明らかにした。

（２）専業経営に関する調査研究（昭和４４年～４５年）

　山間傾斜畑地帯におけるコンニャク、阿波葉タバコ、野菜の各専業経営農家を選定し、記帳を依頼するとと

もに経営調査を実施し、規模拡大の可能性について試験を行い問題点を摘出した。

（３）山間傾斜畑における畑作複合経営（実用化技術組立試験　昭和４８年～５２年）

　山間傾斜地における自立経営農家育成のためには、山間地の気象条件を生かした収益性の高い作物の

選定と、この作物の生産安定のための栽培技術・生産性向 上のための省力機械化技術の導入をはかるとと

もに、これらを地力維持や労働配分の観点から合理的に組合せた経営技術の確立が重要である。

　この研究は、以上の理念に基づき池田分場の圃場１ ha を使用して自立経営農家の経営指針とするため、

阿波葉タバコと山間野菜の複合経営で労働力２.０ 人、所得目標２００万円とした。組立試験を昭和４９年から

５２年の４か年実施した。各作目の作付面積はタバコ５０ａ、ニンジン２０ａ、ダイコン３０ａ、冬 作に緑肥５０ａ、

キャベツ５０ａで、主力野菜のニンジン・ダイコンは土壌団粒構造の要求が大きいので、タバコ、キャベツと２作

の後作とし、キャベツもタバ コの後作の熟畑に作付け、タバコは緑肥作物の後作として、緑肥はニンジン・ダイ

コンの後作・タバコの前作に導入、２年に１回作付けし地力維持と土壌養分を 調節する作付体系とした。

　実証試験での年間総労働時間は３７５７時間で、保有労働時間より１３４時間少ないが、実際には適期作業

の関係でタバコ収穫期の７月上旬～８月中旬に６７４時間の雇用労働時間を要した。

　タバコと結合する野菜の作期はニンジンが３月中旬～６月下旬、ダイコン４月下旬～６月下旬、キャベツ８月

中旬～１２月中旬である。野菜とタバコの複合経 営で２００万円の所得は他産業従事者に比較して満足すべ

き額ではない。実証試験に用いた野菜は普遍的野菜で低価格であるが今後、地の利を生かした野菜の品 目

選定と栽培法の研究により経営収支が向上する資料が得られた。

６．気象観測

　昭和１７年４月内務省吉野川水系雨量観測所として観測を開始し、２６年８月から現徳島気象台管内の甲種

観測所として、分場職員が観測に従事した。

　昭和４６年６月に「池田の気象」として過去２０年間の結果をとりまとめ、平均気温１４.８℃年降水量１５２２.８

㎜、年蒸発量１００６.１㎜、降雪日数３１.３日、降霜日数２４.２日などを明らかにした。

　昭和５３年２月１日から地域気象観測所（有線ロボット気象計）に切替わったが、永年の観測業務に対し５３

年３月大阪管区気象台長から感謝状が贈られた。 


